
○
規

則

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

規

則

職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
支
給
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

職
員
の
給
与
の
特
例
減
額
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

人
事
委
員
会
規
則

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
全
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
十
号

職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
大
分
県
規
則
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
第
四
項
後
段
を
削
る
。

別
表
第
二
の
イ
の
表
中
「再

任
用
職
員

」
を
「定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

」
に
、
「第

２８条
の
４

第
１
項
又
は
第
２８条

の
５
第
１
項

」
を
「第

２２条
の
４
第
１
項

」
に
改
め
、
「（

本
庁
の
課
長
の
職
務
又
は

こ
れ
に
相
当
す
る
職
務
に
あ
る
者
に
限
る
。
）

」
を
削
り
、
「６

級
（
本
庁
の
課
長
の
職
務
又
は
こ
れ
に
相

当
す
る
職
務
に
あ
る
者
を
除
く
。
）

」
及
び
「６

級
（
本
庁
の
課
長
の
職
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
務
に
あ

る
者
を
除
く
。
）

」
を
「５

級

」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
ロ
の
表
中
「再
任
用
職
員

」
を
「定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

」
に
改
め
、
「（

本
庁

の
課
長
の
職
務
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
務
に
あ
る
者
に
限
る
。
）

」
を
削
り
、
「６

級
（
本
庁
の
課
長
の

職
務
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
務
に
あ
る
者
を
除
く
。
）

」
を
「５

級

」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

第
三
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
「備

考
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
に
よ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
各
種
委

員
会
の
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
（
昭
和
２７年

大
分
県
条
例
第
４
号
）
第
２
条
に
規
定
す
る
委
員
及

び
附
属
機
関
の
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
（
昭
和
３１年

大
分
県
条
例
第
７４号

）
第
２
条
に
規
定
す

る
委
員
等
並
び
に
職
員
以
外
の
者
が
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
署
名
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

」
を
削

る
。第

四
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七

号
）
附
則
第
十
一
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
は
、
改
正
後
の
別
表
第
二
の
ロ
の
表
に
規
定
す
る
定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
同
表
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
雑
則
）

３

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
知
事
が
別
に
定
め

る
。

職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
十
一
号

職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
大
分
県
規
則
第
四
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」

に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改

令

和

五

年

号

外

三
〇

三
月
三
十
一
日

( 金 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）
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�

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

一
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２７５，１００
２４４，４００

２２３，６００
２０５，０００

１９３，９００
再
任
用

職
員

基
準

給
料
月
額

２７５，１００

基
準

給
料
月
額

２４４，４００

基
準

給
料
月
額

２２３，６００

基
準

給
料
月
額

２０５，０００

基
準

給
料
月
額

１９３，３００

定
年
前
再

任
用
短
時

間
勤
務
職

員

め
、
同
項
第
二
号
中
「
再
任
用
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十

八
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。
第
四
項
第
二

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
二
号
中
「
再

任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
二
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」

を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七

号
。
以
下
「
令
和
四
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
一
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
は
、
こ

の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正

後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、

改
正
後
の
規
則
第
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
は
、
前
項
の
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
改
正
後
の
規
則
第
三
条
第

一
号
及
び
第
二
号
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
、
第
四
条
の
二
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
十
二
条
の
二

の
二
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
十
二
号

技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
規
則
第
七
十
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
の
給
料
月
額

は
、
当
該
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

の
欄
に
掲
げ
る
基
準
給
料
月
額
の
う
ち
、
当
該
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
に

応
じ
た
額
に
、
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
大
分
県
条
例
第
三

十
五
号
。
以
下
「
職
員
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
当

該
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た

数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

第
三
条
第
四
項
中
「
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
大
分
県
条
例

第
三
十
五
号
。
以
下
「
職
員
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
」
を
「
職
員
勤
務
時
間
条
例
」
に
改
め
、
同
条

第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。

第
三
条
の
二
第
三
項
中
「
調
整
額
は
、
」
の
下
に
「
技
能
労
務
職
給
料
表
㈡
の
適
用
を
受
け
る
」
を
加

え
、
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改

め
る
。

附
則
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
削
り
、
附
則
第
七
項
を
附
則
第
四
項
と
し
、
附
則
第
八
項
か
ら
第
十
項

ま
で
を
削
り
、
附
則
第
十
一
項
を
附
則
第
五
項
と
し
、
附
則
第
十
二
項
を
削
り
、
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。（

給
与
の
減
額
の
特
例
）

６

当
分
の
間
、
職
員
が
六
十
歳
（
監
視
長
、
監
視
、
港
湾
監
視
、
土
木
巡
視
、
労
務
技
師
及
び
業
務
技
師

並
び
に
農
務
技
師
、
用
務
員
、
調
理
員
及
び
介
助
員
に
あ
つ
て
は
、
六
十
三
歳
）
に
達
し
た
日
後
に
お
け

る
最
初
の
四
月
一
日
以
後
の
給
料
月
額
に
つ
い
て
の
経
過
措
置
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
附
則
第

三
十
七
項
及
び
第
三
十
八
項
に
定
め
る
経
過
措
置
の
例
に
よ
る
。

別
表
第
一
の
イ
の
表
中
「再

任
用
職
員
以
外
の
職
員

」
を
「定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職

員

」
に
、

「

を
」

「

に
、

」

同
表
の
備
考
中
「再

任
用
職
員
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
再
任
用
職
員
以
外
の
職
員
が

再
任
用
職
員
と
な
つ
た
も
の

」
を
「定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
つ
て
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
と
な
つ
た
日
の
前
日
に
こ
の
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
も
の

」
に
改
め
る
。

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

二



２４６，６００
再
任
用

職
員

基
準

給
料
月
額

２４６，６００

定
年
前
再

任
用
短
時

間
勤
務
職

員

９，６００
再
任
用
職
員

７，４００
定
年
前
再
任
用

短
時
間
勤
務
職

員 別
表
第
一
の
ロ
の
表
中
「再

任
用
職
員
以
外
の
職
員

」
を
「定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職

員

」
に
、

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

別
表
第
六
中
「再

任
用
職
員
以
外
の
職
員

」
を
「定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

」
に
、

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
暫
定
再
任
用
職
員
に
係
る
経
過
措
置
）

２

暫
定
再
任
用
職
員
（
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
大

分
県
条
例
第
二
十
七
号
。
以
下
「
令
和
四
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
暫

定
再
任
用
職
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
給
料
月
額
は
、
当
該
暫
定
再
任
用
職
員
が

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の

技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
給
料
表
の
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
基
準
給
料
月
額
の
う
ち
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
暫
定
再
任
用
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
に
応
じ
た
額
と
す
る
。

３

令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
十
一
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
（
以
下
「
暫
定
再
任
用
職
員
」
と

い
う
。
）
は
、
改
正
後
の
規
則
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し

て
、
改
正
後
の
規
則
第
三
条
の
二
第
三
項
、
第
五
条
第
二
項
、
別
表
第
一
及
び
別
表
第
六
の
規
定
を
適
用

す
る
。

（
給
料
の
調
整
額
に
係
る
経
過
措
置
）

４

改
正
後
の
規
則
第
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
給
料
の
調
整
を
行
う
職
（
次
項
に
お
い
て
「
給
料
の
調
整

額
適
用
職
」
と
い
う
。
）
を
占
め
る
令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
五
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
採
用

さ
れ
た
職
員
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
暫
定
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
当
該
職
に
係
る
令
和

四
年
改
正
条
例
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
大
分

県
条
例
第
十
三
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
年
齢
（
令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
十
三
項
各
号
に
規
定
す
る

職
に
あ
っ
て
は
、
令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
十
四
項
に
規
定
す
る
年
齢
）
に
達
し
た
日
が
こ
の
規
則
の

施
行
の
日
（
以
下
次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
で
あ
る
職
員
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
に
係
る

調
整
基
本
額
が
経
過
措
置
基
準
額
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
は
、
改
正
後
の
規
則
第
三
条
の
二
及

び
前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
調
整
額
の
ほ
か
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
に
当
該
職
員
に
係
る
調
整
数

を
乗
じ
て
得
た
額
（
令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

に
あ
っ
て
は
そ
の
額
に
改
正
後
の
規
則
第
三
条
第
三
項
に
定
め
る
数
を
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
職
員

に
あ
っ
て
は
そ
の
額
に
同
項
で
定
め
る
数
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
）
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
給
料
の
調
整
額
と
し
て
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ

ら
の
給
料
の
調
整
額
の
合
計
が
給
料
月
額
の
百
分
の
二
十
五
を
超
え
る
と
き
は
、
給
料
月
額
の
百
分
の
二

十
五
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
を

給
料
の
調
整
額
と
し
て
支
給
す
る
。

５

前
項
に
規
定
す
る
経
過
措
置
基
準
額
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
額
を
い
う
。

一

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
、
給
料
の
調
整
額
適
用
職
を
占
め
る
旧
地
公
法
再
任
用
職
員
（
施
行
日
前

に
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十

八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
た
職
員
で
あ
っ

て
、
施
行
日
に
お
い
て
引
き
続
き
給
料
の
調
整
額
適
用
職
を
占
め
る
特
定
暫
定
再
任
用
職
員
と
な
り
、

か
つ
、
施
行
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
の
調
整
額
適
用
職
を
占
め
る
特
定
暫
定
再
任
用
職
員
（
次
号
に
掲

げ
る
職
員
を
除
く
。
）

施
行
日
の
前
日
に
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
て
い
た
調
整
基
本
額

二

施
行
日
以
後
に
新
た
に
給
料
の
調
整
額
適
用
職
を
占
め
る
こ
と
と
な
っ
た
特
定
暫
定
再
任
用
職
員

施
行
日
の
前
日
に
給
料
の
調
整
額
適
用
職
を
占
め
る
旧
地
公
法
再
任
用
職
員
に
な
っ
た
と
し
た
場
合
に

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規

則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
日
に
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
給
料
表
及
び
職
務
の
級

を
基
礎
と
し
て
改
正
前
の
規
則
第
三
条
の
二
の
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
そ
の
者
に
適
用
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
調
整
基
本
額

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

三
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○
人
事
委
員
会
規
則

（
雑
則
）

６

附
則
第
二
項
か
ら
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
知

事
が
別
に
定
め
る
。

農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
十
三
号

農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
支
給
規
則
（
平
成
十
七
年
大
分
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七

号
）
附
則
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
、
改
正
後
の
第
四
条
第
一
項
第
二

号
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
雑
則
）

３

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
知
事
が
別
に
定
め

る
。

職
員
の
給
与
の
特
例
減
額
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
十
四
号

職
員
の
給
与
の
特
例
減
額
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

職
員
の
給
与
の
特
例
減
額
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
大
分
県
規
則
第
四
十
九
号
）
は
、

廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
全
部
を

改
正
す
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
大
分
県
条
例
第
十
三
号
。
以
下

「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
勤
務
延
長
等
の
手
続
）

第
二
条

条
例
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
承
認
の
申
請
は
、
異
動
期
間
を
延
長
し
た
職
員
の
勤
務
延
長
承

認
申
請
書
（
第
一
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

条
例
第
四
条
第
二
項
の
承
認
の
申
請
は
、
勤
務
延
長
の
期
限
の
延
長
承
認
申
請
書
（
第
二
号
様
式
）
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３

条
例
第
四
条
第
三
項
の
同
意
は
、
勤
務
延
長
（
条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
を
引
き
続
き

勤
務
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
は
勤
務
延
長
に
つ
い
て
の
同
意
書
（
第
三
号
様

式
）
に
よ
り
、
勤
務
延
長
の
期
限
を
延
長
す
る
場
合
は
勤
務
延
長
の
期
限
の
延
長
に
つ
い
て
の
同
意
書

（
第
四
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

４

条
例
第
四
条
第
四
項
の
同
意
は
、
勤
務
延
長
の
期
限
の
繰
上
げ
に
つ
い
て
の
同
意
書
（
第
五
号
様
式
）

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

５

任
命
権
者
は
、
勤
務
延
長
に
よ
り
引
き
続
い
て
勤
務
し
て
い
る
職
員
を
そ
の
者
が
当
該
異
動
後
の
職
を

占
め
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
に
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
退
職
す
る
こ
と
と
な
る
日
後
に
お
い
て
当

該
異
動
後
の
職
に
異
動
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

６

前
項
の
承
認
の
申
請
は
、
勤
務
延
長
職
員
の
異
動
承
認
申
請
書
（
第
六
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。

７

任
命
権
者
は
、
勤
務
延
長
を
行
い
、
又
は
条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
延
長
の
期
限
を
延

長
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
に
対
し
て
は
、
人
事
異
動
通
知
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
適
当
な
方
法
に
よ
り

大
分
県
報
号
外
（
規
則
・
人
事
委
規
則
）

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

四



そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
勤
務
延
長
の
状
況
の
報
告
）

第
三
条

任
命
権
者
は
、
毎
年
六
月
末
日
ま
で
に
、
前
年
度
に
定
年
に
達
し
た
職
員
に
係
る
勤
務
延
長
（
条

例
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
た
も
の
を
除
く
。
）
の
状
況
を
勤

務
延
長
状
況
報
告
書
（
第
七
号
様
式
）
に
よ
り
人
事
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
条
例
第
六
条
第
三
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
）

第
四
条

条
例
第
六
条
第
三
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
は
、
次
に
掲
げ
る
職
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
職
員
が
占
め
る
職

ア

大
分
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
大
分
県
規
則
第
十
号
。
以
下
「
行
政
組
織
規
則
」
と
い

う
。
）
第
五
十
一
条
第
一
項
の
専
門
研
究
員
の
う
ち
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二

年
大
分
県
条
例
第
三
十
九
号
。
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
二
研
究
職
給
料
表
の
適
用

を
受
け
る
職
で
そ
の
職
務
の
級
が
四
級
又
は
五
級
の
も
の

イ

行
政
組
織
規
則
第
百
二
十
二
条
及
び
第
百
三
十
六
条
の
教
授
の
う
ち
、
給
与
条
例
別
表
第
一
行
政

職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
で
そ
の
職
務
の
級
が
六
級
又
は
七
級
の
も
の

二

大
分
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
（
平
成
六
年
大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
五
条
の
表

に
掲
げ
る
指
導
官
（
人
事
委
員
会
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
管
理
監
督
職
の
異
動
期
間
延
長
等
の
手
続
）

第
五
条

条
例
第
九
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
承
認
の
申
請
は
、
異
動
期
間
の
期
限
の
延
長
承
認
申
請
書

（
第
八
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

条
例
第
十
条
の
同
意
は
、
異
動
期
間
の
延
長
に
つ
い
て
の
同
意
書
（
第
九
号
様
式
）
又
は
他
の
管
理
監

督
職
へ
の
降
任
等
に
つ
い
て
の
同
意
書
（
第
十
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３

任
命
権
者
は
、
条
例
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
と

な
っ
た
職
員
に
対
し
て
は
、
人
事
異
動
通
知
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
適
当
な
方
法
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。

（
管
理
監
督
職
へ
の
任
用
の
制
限
の
特
例
）

第
六
条

条
例
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
管
理
監
督
職
は
、
小
学
校
、
中
学

校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
校
長
の
職
と
す
る
。

（
異
動
期
間
の
延
長
に
係
る
状
況
の
報
告
）

第
七
条

任
命
権
者
は
、
毎
年
六
月
末
日
ま
で
に
、
前
年
の
四
月
二
日
か
ら
そ
の
年
の
四
月
一
日
ま
で
の
間

に
条
例
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を
占
め

る
職
員
に
係
る
当
該
異
動
期
間
の
延
長
の
状
況
を
異
動
期
間
延
長
状
況
報
告
書
（
第
十
一
号
様
式
）
に
よ

り
人
事
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
定
年
前
再
任
用
を
希
望
す
る
者
の
同
意
等
）

第
八
条

任
命
権
者
は
、
定
年
前
再
任
用
（
条
例
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
採
用
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
定
年
前
再
任
用
を
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
に
次

に
掲
げ
る
事
項
を
明
示
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
定
年
前
再
任
用
を
さ
れ
る
こ
と

を
希
望
す
る
者
の
定
年
前
再
任
用
ま
で
の
間
に
、
明
示
し
た
事
項
の
内
容
を
変
更
す
る
場
合
も
同
様
と
す

る
。

一

定
年
前
再
任
用
を
行
う
職
に
係
る
職
務
内
容

二

定
年
前
再
任
用
を
行
う
日

三

定
年
前
再
任
用
に
係
る
勤
務
地

四

定
年
前
再
任
用
を
さ
れ
た
場
合
の
給
与

五

定
年
前
再
任
用
を
さ
れ
た
場
合
の
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
任
命
権
者
が
必
要
と
認
め
る
事
項

２

条
例
第
十
二
条
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
情
報
は
、
定
年
前
再
任
用
を
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る

者
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。

一

人
事
評
価
の
結
果
そ
の
他
勤
務
の
状
況
を
示
す
事
実
に
基
づ
く
従
前
の
勤
務
実
績

二

定
年
前
再
任
用
を
行
う
職
の
職
務
遂
行
に
必
要
と
さ
れ
る
経
験
又
は
資
格
の
有
無
そ
の
他
定
年
前
再

任
用
を
行
う
職
の
職
務
遂
行
上
必
要
な
事
項

３

任
命
権
者
は
、
定
年
前
再
任
用
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
職
員
に
対
し
て
は
、
人
事
異
動
通
知
書
又
は
こ

れ
に
代
わ
る
適
当
な
方
法
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
定
年
前
再
任
用
に
係
る
状
況
の
報
告
）

第
九
条

任
命
権
者
は
、
毎
年
六
月
末
日
ま
で
に
、
前
年
度
ま
で
に
退
職
し
た
職
員
に
係
る
定
年
前
再
任
用

の
状
況
を
定
年
前
再
任
用
状
況
報
告
書
（
第
十
二
号
様
式
）
に
よ
り
人
事
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す

る
。

（
そ
の
他
）

第
十
条

こ
の
規
則
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
条
例
附
則
第
十
三
項
及
び
第
十
五
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
）

２

条
例
附
則
第
十
三
項
及
び
第
十
五
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
監
視
長
、
監
視
、
港
湾

監
視
、
土
木
巡
視
、
労
務
技
師
及
び
業
務
技
師
並
び
に
農
務
技
師
、
用
務
員
、
調
理
員
及
び
介
助
員
と
す

る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

五



（
条
例
附
則
第
十
四
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
）

３

条
例
附
則
第
十
四
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
医
師
及
び
保
健
所
、
病
院
そ
の
他
の
施

設
等
に
お
い
て
医
療
業
務
に
従
事
す
る
歯
科
医
師
と
す
る
。

（
条
例
附
則
第
十
五
項
及
び
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
に
提
供
す
る
情
報
）

４

条
例
附
則
第
十
五
項
又
は
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
（
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十

二
号
）
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
警
務
官
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
か
ら
附
則
第
七

項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
供
す
る
情
報
は
、
次
に
掲
げ
る
情
報
（
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号

に
掲
げ
る
情
報
に
あ
っ
て
は
、
特
定
日
（
給
与
条
例
附
則
第
三
十
七
項
に
規
定
す
る
特
定
日
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
以
後
に
適
用
さ
れ
る
措
置
に
関
す
る
情
報
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条

の
二
か
ら
第
二
十
八
条
の
五
ま
で
及
び
条
例
第
六
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
管
理
監
督
職

勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る
降
任
等
に
関
す
る
情
報

二

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
法
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
を
い
う
。
附
則
第
七
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
任
用
に
関
す
る
情
報

三

給
与
条
例
附
則
第
三
十
七
項
か
ら
第
四
十
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
特
定
日
以
後
に
適
用
さ
れ
る
給

与
に
関
す
る
措
置
に
関
す
る
情
報

四

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
大
分
県
条
例
第
百
五
号
）
附
則
第
十
九
項
か
ら

第
二
十
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
に
関
す
る
措
置
に
関
す
る
情
報

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
条
例
附
則
第
十
五
項
又
は
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
の
意
思

を
確
認
す
る
た
め
必
要
で
あ
る
と
任
命
権
者
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
の
意
思
を
確
認
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
大
分
県
警
察
本
部
長
。
附
則
第
七
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
認
め
る
情
報

５

職
員
に
対
す
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
情
報
の
提
供
は
、
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
勤
務
の
意
思
の
確
認
）

６

任
命
権
者
は
、
条
例
附
則
第
十
五
項
又
は
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
の
勤
務
の
意
思
を
確
認
す
る

場
合
は
、
そ
の
期
間
を
十
分
に
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

前
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
の
意
思
の
確
認
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
す
る
も
の
と
す

る
。

一

引
き
続
き
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
を
占
め
る
職
員
と
し
て
勤
務
す
る
意
思

二

条
例
附
則
第
十
五
項
又
は
第
十
六
項
に
規
定
す
る
年
齢
に
達
す
る
日
以
後
の
退
職
の
意
思

三

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
し
て
勤
務
す
る
意
向

四

そ
の
他
任
命
権
者
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
に
つ
い
て
の
準
用
）

８

第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
は
、
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例

（
令
和
四
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七
号
。
以
下
「
令
和
四
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
勤
務
延
長
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
様
式
は
、
別
に
定
め
る
。

（
令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
）

９

令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
は
、
次
に
掲
げ
る
職
の
う
ち
、
当

該
職
が
基
準
日
（
同
項
に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
前

日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
基
準
日
に
お
け
る
新
条
例
定
年
（
令
和
四
年
改
正

条
例
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
条
例
（
以
下
「
新
定
年
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
に
規
定
す
る

定
年
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
新
条
例
定
年

（
同
日
が
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
令
和
四
年
改
正
条
例
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
条
例
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
定
年
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
に
規
定
す
る
定
年
に
準
じ
た
年

齢
）
を
超
え
る
職
（
当
該
職
に
係
る
定
年
が
新
定
年
条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
定
年
で
あ
る
職
に

限
る
。
）
と
す
る
。

一

基
準
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た
職

二

基
準
日
以
後
に
組
織
の
変
更
等
に
よ
り
名
称
が
変
更
さ
れ
た
職

（
令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
）

１０

令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
前
項
に
規
定
す
る
職
が
基

準
日
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
同
日
に
お
け
る
当
該
職
に
係
る
新
条
例

定
年
（
同
日
が
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
旧
定
年
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
定
年
に

準
じ
た
年
齢
）
に
達
し
て
い
る
職
員
と
す
る
。

（
暫
定
再
任
用
を
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
に
明
示
す
る
事
項
）

１１

任
命
権
者
は
、
暫
定
再
任
用
（
令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
八
項
若
し

く
は
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
暫
定
再
任
用
を
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。

一

暫
定
再
任
用
を
行
う
職
に
係
る
職
務
内
容

二

暫
定
再
任
用
を
行
う
日
及
び
任
期
の
末
日

三

暫
定
再
任
用
に
係
る
勤
務
地

四

暫
定
再
任
用
を
さ
れ
た
場
合
の
給
与

五

暫
定
再
任
用
を
さ
れ
た
場
合
の
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
任
命
権
者
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
五
項
、
第
六
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
情

報
）

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

六



第
１
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）

異
動
期
間
を
延
長
し
た
職
員
の
勤
務
延
長
承
認
申
請
書
 

第
 
 
 
 
 
号

年
 
 
月
 
 
日
 

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長
 
殿
 

任
命
権
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下
記
の
と
お
り
異
動
期
間
を
延
長
し
た
職
員
に
つ
い
て
勤
務
延
長
し
た
い
の
で
、
職
員
の
定
年
等
に

関
す
る
条
例
第
4
条
第
1
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。

記
 

勤務延長予定職員の氏名 

ふ
り
が
な
 

氏
名

生
年
月
日
 
年
 
 
月
 
 
日
生
(満
 
 
歳
)

職
群
及
び
職
の
職
級
 
職
 
 
 
 
 
 
級

給
料
 

級
 
 
 
 
 
 
号
給
 

所
属
 

職
名
 
 
 
 
 
 
職
種
 
 
 

定
年
年
齢
 

年
 
定
年
退
職
日
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日

延
長
前
の
異
動
期
間
の
末
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

異
動
期
間
の
延
長
理
由
（
条
例
第
9
条
第
1
項
 
 
号
該
当
）
 

現
在
の
職
務
内
容
 

勤
務
延
長
し
た
事
由
(条
例
第
4
条
第
1
項
第
 
 
号
該
当
) 

申
請
の
理
由

申
請
す
る
勤
務
延
長
期
限
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

添
付
書
類
 

1
 
勤
務
記
録
カ
ー
ド
(職
員
の
人
事
記
録
に
関
す
る
規
則
(昭
和
3
4
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
7

号
)第
3
条
第
1
号
に
規
定
す
る
勤
務
記
録
カ
ー
ド
を
い
う
。
)の
写
し

2
 
勤
務
延
長
に
つ
い
て
の
同
意
書
（
第
3
号
様
式
）

１２

第
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
五
項
、
第
六
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
の
人

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
情
報
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
定
年
前

再
任
用
」
と
あ
る
の
は
、
「
暫
定
再
任
用
」
と
す
る
。

（
暫
定
再
任
用
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
職
員
等
に
対
す
る
通
知
）

１３

任
命
権
者
は
、
暫
定
再
任
用
を
行
い
、
又
は
令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
七
項
（
令
和
四
年
改
正
条
例

附
則
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
更
新
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職

員
に
対
し
て
は
、
人
事
異
動
通
知
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
適
当
な
方
法
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。

（
暫
定
再
任
用
に
係
る
状
況
の
報
告
）

１４

任
命
権
者
は
、
毎
年
六
月
末
日
ま
で
に
、
前
年
度
に
お
け
る
暫
定
再
任
用
及
び
暫
定
再
任
用
の
任
期
の

更
新
の
状
況
を
第
九
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
人
事
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

（
令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
二
十
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
短
時
間
勤
務
の
職
並
び
に
人
事
委

員
会
規
則
で
定
め
る
者
及
び
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
）

１５

令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
二
十
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
短
時
間
勤
務
の
職
は
、
次
に
掲
げ

る
職
の
う
ち
、
当
該
職
が
基
準
日
（
同
項
に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
か
ら
附
則
第
十
七

項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
基
準
日
に
お
け

る
新
条
例
定
年
相
当
年
齢
（
令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
九
項
に
規
定
す
る
新
条
例
定
年
相
当
年
齢
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
が
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
新
条
例
定
年
相
当
年
齢
を
超
え
る
短
時
間
勤
務
の
職

（
当
該
職
に
係
る
新
条
例
定
年
相
当
年
齢
が
新
定
年
条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
定
年
で
あ
る
短
時

間
勤
務
の
職
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一

基
準
日
以
後
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
の
職

二

基
準
日
以
後
に
組
織
の
変
更
等
に
よ
り
名
称
が
変
更
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
の
職

１６

令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
二
十
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
職
が
基

準
日
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
同
日
に
お
け
る
当
該
職
に
係
る
新
条
例

定
年
相
当
年
齢
に
達
し
て
い
る
者
と
す
る
。

１７

令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
二
十
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

は
、
附
則
第
十
五
項
に
規
定
す
る
職
が
基
準
日
の
前
日
に
設
置
さ
れ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
同

日
に
お
け
る
当
該
職
に
係
る
新
条
例
定
年
相
当
年
齢
に
達
し
て
い
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と

す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

七



第
２
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）

勤
務
延
長
の
期
限
の
延
長
承
認
申
請
書
 

第
 
 
 
 
 
号

年
 
 
月
 
 
日
 

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長
 
殿
 

任
命
権
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下
記
の
と
お
り
勤
務
延
長
の
期
限
を
延
長
し
た
い
の
で
、
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
4
条
第
2

項
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。
 

記
 

期限延長予定者 

ふ
り
が
な
 

氏
名

生
年
月
日
 
年
 
 
月
 
 
日
生
(満
 
 
歳
)

職
群
及
び
職
の
職
級
 

職
 
 
 
 
 
 
級

給
料
 

級
 
 
 
 
 
 
号
給
 

所
属
 

職
名
 
 
 
 
職
種
 
 
 
 
 
 
 

定
年
年
齢
 

年
 
定
年
退
職
日
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日

現
在
の
職
務
内
容
 

勤
務
延
長
し
た
事
由
(条
例
第
4
条
第
1
項
第
 
 
号
該
当
) 

申
請
の
理
由
 

勤
務
延
長
期
限
 

年
 
 
月
 
 
日
ま
で
を
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
ま
で
に
延
長
す
る
。

添
付
書
類
 

1
 
勤
務
記
録
カ
ー
ド
(職
員
の
人
事
記
録
に
関
す
る
規
則
(昭
和
3
4
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
7

号
)第
3
条
第
1
号
に
規
定
す
る
勤
務
記
録
カ
ー
ド
を
い
う
。
)の
写
し

2
 
勤
務
延
長
の
期
限
の
延
長
に
つ
い
て
の
同
意
書
(第
4
号
様
式
)

第
３
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）

勤
務
延
長
に
つ
い
て
の
同
意
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 

任
命
権
者
 
 
 
 
殿
 

所
属

職
名

氏
名

貴
職
が
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
4
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
 
 
年
 
 
月
 
 
日
ま
で
私

の
勤
務
延
長
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
同
意
し
ま
す
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

八



第
４
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）
 

勤
務
延
長
の
期
限
の
延
長
に
つ
い
て
の
同
意
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 

任
命
権
者
 
 
 
殿

所
属
 

職
名
 

氏
名
 

印

貴
職
が
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
4
条
第
2
項
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
と
お
り
私
の
勤
務
延
長

の
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
に
つ
い
て
同
意
し
ま
す
。記
 

 
1
 
延
長
前
の
期
限
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
2
 
延
長
後
の
期
限
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

第
５
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）勤
務
延
長
の
期
限
の
繰
上
げ
に
つ
い
て
の
同
意
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 

任
命
権
者
 
 
 
 
殿
 

所
属

職
名

氏
名
 
 
 

貴
職
が
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
4
条
第
4
項
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
と
お
り
私
の
勤
務
延
長

の
期
限
を
繰
り
上
げ
て
退
職
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
同
意
し
ま
す
。

記
 

 
1
 
繰
上
げ
前
の
期
限
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
2
 
繰
上
げ
後
の
期
限
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

九



第
６
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）

勤
務
延
長
職
員
の
異
動
承
認
申
請
書
 

第
 
 
 
 
 
号

年
 
 
月
 
 
日
 

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長
 
殿
 

任
命
権
者
 

下
記
の
と
お
り
勤
務
延
長
に
よ
り
引
き
続
い
て
勤
務
し
て
い
る
職
員
を
異
動
さ
せ
た
い
の
で
、
職
員

の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
2
条
第
5
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。

記
 

異動予定者 

ふ
り
が
な
 

氏
名

生
年
月
日
 

年
 
 
月
 
 
日
生
(満
 
 
歳
) 

職
群
及
び
職
の
職
級
 

職
 
 
 
 
 
 
級

給
料
 

級
 
 
 
 
 
 
号
給
 

所
属
 

職
名
 
 
 
 
職
種
 
 
 
 
 
 
 

定
年
年
齢
 

年
 

定
年
退
職
日
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日

現
在
の
職
務
内
容
 

勤
務
延
長
し
た
事
由
(条
例
第
4
条
第
1
項
第
 
 
号
該
当
) 

異動予定の職 

職
群
及
び
職
の
職
級
 

職
 
 
 
 
 
 
級

給
料
 

級
 
 
 
 
 
 
号
給
 

所
属
 

職
名
 
 
 
 
職
種
 
 
 
 
 
 
 

定
年
年
齢

年
 

定
年
退
職
日
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日

職
務
内
容

申
請
の
理
由
 

勤
務
延
長
の
期
限
 

年
 
 
月
 
 
日
 

異
動
予
定
日
 

年
 
 
月
 
 
日
 

添
付
書
類
 

勤
務
記
録
カ
ー
ド
(職
員
の
人
事
記
録
に
関
す
る
規
則
(昭
和
3
4
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
7
号
)

第
3
条
第
1
号
に
規
定
す
る
勤
務
記
録
カ
ー
ド
を
い
う
。
)の
写
し
 

第
７
号
様
式
（
第
３
条
関
係
）

勤
務
延
長
状
況
報
告
書
 

第
 
 
 
 
 
号

年
 
 
月
 
 
日
 

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長
 
殿

任
命
権
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下
記
の
と
お
り
 
 
年
度
に
定
年
に
達
し
た
職
員
の
勤
務
延
長
を
行
つ
た
の
で
、
職
員
の
定
年
等
に

関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
3
条
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
ま
す
。
 

記
 

 
1
 
勤
務
延
長

 
 
 
件

 
2
 
個
別
の
状
況

別
紙
の
と
お
り

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

一
〇



第
８
号
様
式
（
第
５
条
関
係
）

異
動
期
間
の
期
限
の
延
長
承
認
申
請
書
 

第
 
 
 
 
 
号

年
 
 
月
 
 
日
 

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長
 
殿
 

任
命
権
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下
記
の
と
お
り
異
動
期
間
の
期
限
を
延
長
し
た
い
の
で
、
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
9
条

第
 
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。
 

記
 

期間延長予定職員の氏名 

ふ
り
が
な
 

氏
名
 

生
年
月
日
 
年
 
 
月
 
 
日
生
(満
 
 
歳
)

職
群
及
び
職
の
職
級
 
職
 
 
 
 
 
 
級

給
料
 

級
 
 
 
 
 
 
号
給
 

所
属
 

職
名
 
 
 
 
 
 
職
種
 
 
 
 
 
 
 

定
年
年
齢
 

年
 
定
年
退
職
日
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日

異
動
期
間
の
末
日
 

 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

現
に
従
事
し
て
い
る
職
務
の
内
容
 

既
に
延
長
さ
れ
た
異
動
期
間
の
延
長
理
由
(条
例
第
9
条
第
１
項
第
 
 
号
該
当
)

期
間
を
さ
ら
に
延
長
し
よ
う
と
す
る
理
由
(条
例
第
9
条
第
１
項
第
 
 
号
該
当
)

申
請
の
理
由

申
請
す
る
異
動
期
間
の
末
日

年
 
 
 
月
 
 
 
日

添
付
書
類
 

1
 
勤
務
記
録
カ
ー
ド
(職
員
の
人
事
記
録
に
関
す
る
規
則
(昭
和
3
4
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
7

号
)第
3
条
第
1
号
に
規
定
す
る
勤
務
記
録
カ
ー
ド
を
い
う
。
)の
写
し

2
 
異
動
期
間
の
延
長
に
つ
い
て
の
同
意
書
(第
9
号
様
式
) 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

一
一



第
９
号
様
式
（
第
５
条
関
係
）

異
動
期
間
の
延
長
に
つ
い
て
の
同
意
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 

任
命
権
者
 
 
 
 
殿

所
属

職
名

氏
名
 
 
 

貴
職
が
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
9
条
第
 
項
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
と
お
り
異
動
期
間
を

延
長
す
る
こ
と
に
つ
い
て
同
意
し
ま
す
。

記
 

 
1
 
異
動
期
間
の
末
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
2
 
既
に
延
長
さ
れ
た
異
動
期
間
の
末
日
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
3
 
申
請
す
る
異
動
期
間
延
長
後
の
末
日
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

第
1
0
号
様
式
（
第
５
条
関
係
）

他
の
管
理
監
督
職
へ
の
降
任
等
に
つ
い
て
の
同
意
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 

任
命
権
者
 
 
 
 
殿

所
属

職
名

氏
名
 
 
 

貴
職
が
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
9
条
第
3
項
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
と
お
り
他
の
管
理
監
督

職
に
降
任
等
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
同
意
し
ま
す
。記
 

 
1
 
降
任
等
を
す
る
前
の
管
理
監
督
職
 

 
2
 
降
任
等
を
し
た
後
の
管
理
監
督
職
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

一
二



第
1
1
号
様
式
（
第
７
条
関
係
）異

動
期
間
延
長
状
況
報
告
書
 

第
 
 
 
 
 
号

年
 
 
月
 
 
日
 

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長
 
殿

任
命
権
者
 

下
記
の
と
お
り
 
 
年
度
に
異
動
期
間
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
に
係
る
異
動
期

間
の
延
長
を
行
つ
た
の
で
、
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
7
条
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
ま

す
。
 

記
 

 
1
 
異
動
期
間
の
延
長

 
 
件

 
2
 
個
別
の
状
況

別
紙
の
と
お
り

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

一
三



第
1
2
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）定

年
前
再
任
用
状
況
報
告
書
 

第
 
 
 
 
 
号

年
 
 
月
 
 
日
 

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長
 
殿

任
命
権
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下
記
の
と
お
り
 
 
年
度
ま
で
に
退
職
し
た
職
員
の
定
年
前
再
任
用
を
行
つ
た
の
で
、
職
員
の
定
年

等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
9
条
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
ま
す
。
 

記
 

 
1
 
定
年
前
再
任
用
 

 
件

 
2
 
個
別
の
状
況

別
紙
の
と
お
り

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

一
四


